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図１－２ 開発許可申請等のフロー

建 築 計 画

＊必要に応じて行う 他法令・市町村開発 ＊ 計画段階で許可の要否・基準等が明確でない場合等

指導要綱等との調整 に対応するため、本県では適宜事前相談を行っている。

なお、窓口については８－２－２を参照のこと。
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